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第 ５ 回 第 ２ 農 地 部 会 議 事 録 

 
 

日      時  令和元年５月１６日（木）午後２時００分 

 

場      所  津市一志庁舎 ２階 第１会議室 

 

出 席 部 会 委 員  6 田口 慶則・7 森 哲也・14 宮本 政春・15 守山 孝之 

16 中谷 秀也・17 西森 偉統・18 結城 晉三・20 諸戸 善昭 

22 中野 たつ子 

以上９名 

 

欠 席 部 会 委 員  24 前田 孝幸 

 

出席部会員外委員   

 

議      長  第２農地部会長 諸戸 善昭 

 

事 務 局 職 員  藤井事務局長・増田主査 

 

総 合 支 所   久居：藤巻担当主幹 一志：澤田担当副主幹、柴山担当副主幹 

白山：境担当副主幹 美杉：東山担当副主幹 

 

議 事 録 署 名 者  14 宮本 政春・16 中谷 秀也 

 

 
事      項 

 

報告第１号 農地法第１８条第６項の規定による通知について 

報告第２号 農地法第３条の３第１項の規定による届出について 

報告第３号 農地法第５条第１項第６号の規定による届出について（所有権移転） 

報告第４号 農地所有適格法人の定期報告について 

 

 議案第１号 農地法第３条の規定による許可申請について（所有権移転） 

議案第２号 農地法第５条第１項の規定による許可申請について（所有権移転） 

議案第３号 農地法第５条第１項の規定による許可申請について（賃貸借権） 

議案第４号 農地法第５条第１項の規定による許可申請について（地役権） 

議案第５号 農地法第５条第１項の規定による許可申請について（使用貸借） 

議案第６号 非農地証明願について 

議案第７号 農業経営基盤強化促進法第１８条の規定による農用地利用集積計画の決定 

について ＜別冊＞ 
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議   事   の   大   要 

 

 

議  長   第５回第２農地部会を開会させていただきます。 

       欠席委員は、２４番 前田 孝幸委員です。 

議事録署名者を指名させていただきます。１４番 宮本 政春委員、１６番

 中谷 秀也委員、よろしくお願いします。 

 

       まず会長の専決等の報告事項にはいります。報告第１号から報告第４号につ 

きまして事務局から一括して報告をお願いします。 

 

事 務 局   すみません。議案の審議に入らせていただく前に、恐れいりますが議案書の

差し替えということで、皆様のお手元におかさせていただきました。 

       差し替えを行う理由でございますが、訂正箇所が数カ所におよんだため、新

議案書のとおり訂正させていただいたところでございます。 

以上で、議案書の差し替えについての説明を終わります。大変申し訳ござい

ませんが、よろしくお願いいたします。 

 

事 務 局   それでは報告案件のご説明をさせていただきます。議案書の１ページから２

ページをお願いいたします。 

報告第１号 農地法第１８条第６項の規定による通知について、でございま

す。 

番号１から９で、件数は９件、合計面積は田で１５，８８７㎡でございます。 

これらにつきましては、農地の賃貸借を、貸人、借人、双方の合意により解

約したものであります。 

 

３ページから５ページをお願いいたします。 

報告第２号 農地法第３条の３第 1 項の規定による届出について、でござい

ます。 

番号１から７で、件数は７件、合計面積は３２,５４５．５３㎡で、その内訳

田が２２，９８１㎡、畑が９，０８１㎡、その他は宅地で４８３．５３㎡ござ

います。 

これらにつきましては、相続の届出でございます。なお、現況地目が農地以

外になっているところは、無断転用の可能性がありますので、届出人に対して

指導しております。 

 

６ページをお願いいたします。 

報告第３号 農地法第５条第１項第６号の規定による届出について（所有権

移転）でございます。  

 

番号１ 一般個人住宅用地 

でございます。 

 

以上、件数は１件、合計面積は畑で３０１㎡でございます。 

 

７ページをお願いします。 

報告第４号  農地所有適格法人の定期報告について、でございます。 
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番号１、有限会社     、主たる耕作物 水稲、耕作面積 田１２５ｈ

ａ 畑６．７ｈａ 合計１３１．７ｈａ。 

番号２、有限会社     、主たる耕作物 水稲、耕作面積 田４３．３

ｈａ 合計４３．３ｈａ。 

 

以上件数は２件で、組織形態要件、事業要件、構成員要件、業務執行役員要

件のすべてを満たしております。 

 

報告案件につきまして、以上で説明を終わります。よろしくお願いいたしま

す。 

 

議  長   ありがとうございました。事務局から報告がありましたとおりですので、よ

ろしくお願いします。 

 

       それでは、議案事項に入らせていただきます。 

議案第１号、農地法第３条の規定による許可申請について（所有権移転）を

議題といたします。 事務局の説明をお願いします。 

      

事 務 局   ８ページをお願いいたします。 

議案第１号 農地法第３条の規定による許可申請について（所有権移転）、

でございます。 

 

番号１、地区 大三、受人     、面積 ２１，１９１㎡、渡人   

  、面積 １，９７８㎡、申請地 白山町三ヶ野米ヶ瀬    、台帳地目・

現況地目とも田、面積 ３６㎡ 外２筆、合計面積 ６９４㎡。 

これにつきましては、受人は、受人の要望により渡人から申請地を譲り受け、

営農を拡大するものです。 

 

番号２、地区 竹原、受人     、面積 １３，６７４．９１㎡、渡人

     、面積 ３，３９９㎡、申請地 美杉町竹原鳥首    、台帳地

目・現況地目とも田、面積 １，６１０㎡。 

これにつきましては、受人は、遠方のため営農縮小する渡人から申請地を譲

り受け、営農を拡大するものです。 

 

番号３、地区 下之川、受人     、面積 １，２１０㎡、渡人   

  、面積 １，８９１㎡、申請地 美杉町下之川山口    、台帳地目・

現況地目とも畑、面積 ７２㎡ 外８筆、合計面積 １，８９１㎡。 

これにつきましては、受人は、遠方のため離農する渡人から申請地を譲り受

け、営農を拡大するものです。 

 

以上、件数は３件、合計面積は４,１９５㎡、このうち田が３,５８６㎡、畑が

６０９㎡でございます。 

これらの案件につきまして、全部効率利用要件・農作業常時従事要件・下限

面積要件・地域との調和要件など、農地法第３条第２項各号には該当しないた

め、許可要件のすべてを満たしていると考えます。 
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以上で説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

 

議  長   事務局より説明がありましたが、立ち会っていただきました地元委員のご意

見をお伺いします。１番 お願いします。 

 

中谷委員   １６番 中谷です。５月１０日の日に確認をしてまいりました。西森・中谷

両委員と地元推進委員、白山総合支所の担当です。場所は白山町の一番外れで

す。一志寄りの５、６０ｍ行けば    、    というところです。受人

の    、現在あちこちで田んぼを引き受けてやってみえまして、この場所

でも、こんな遠いところでよう頑張ってもらっています、ということで何ら問

題はないと思いますので、よろしくお願いします。 

 

議  長   ２番、３番 お願いします。 

 

結城委員   １８番 結城です。２番、３番の説明をいたします。１０日の日に地元推進

委員と行政書士、事務局とで現地を確認いたしました。渡人は遠方に居住して

いることから、耕作ができないため、隣接する田を耕作されている    に

譲渡をしたいということです。よろしくお願いします。 

それから下之川の３番、同じ日に地元推進委員と行政書士の方と事務局で現

地を確認いたしました。渡人の    は遠方に居住していることから耕作が

できないため、休耕状態であるので兄弟に何度も管理をお願いしていたが、そ

の兄弟も高齢化や色々なことがあり、管理がしにくいということで、受人の 

   に譲渡したいということでございます。よろしくお願いします。 

 

議  長   地元委員より説明がございましたが、皆さんのご意見もお伺いしたいと思い

ます。いかがでしょうか。 

 

部会委員   ＜一同 意見なし＞  

 

議  長   それではお諮かりします。ただいま審議をいただきました議案第１号につい

て、これにご異議ございませんか。 

 

部会委員   ＜一同 異議なし＞  

 

議  長   異議なしと認めます。よって、議案第１号については許可することに決定し

たいと思います。 

 

続きまして、議案第２号、農地法第５条第１項の規定による許可申請につい

て（所有権移転）を議題といたします。事務局の説明をお願いします。 

 

事 務 局   ９ページをお願いいたします。 

議案第２号 農地法第５条第１項の規定による許可申請について（所有権移

転）でございます。 

 

番号１、地区 久居、受人     、渡人     、申請地 久居小野

辺町東山神    、台帳地目・現況地目とも畑、面積 ９８１㎡。 

これにつきましては、受人は、渡人から申請地を譲り受け、申請地を太陽光
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発電施設用地とするものです。パネル設置面積は、２７７．２㎡、パネルの設

置率は、不整形地による有効設置面積の減少により、転用面積の２８．３％に

なります。農地区分は、第２種農地と判断されます。 

 

番号２、地区 久居、受人      代表役員     、渡人    

 、申請地 戸木町北興    、台帳地目・現況地目とも田、面積 １，０

００㎡ 外２筆、合計面積 ２，００２㎡。 

これにつきましては、受人は、渡人から申請地を譲り受け、申請地を放課後

デイサービス事業所用地および駐車場用地とするものです。 

農地区分は、第２種農地と判断されます。また、当該申請については土地造

成を伴うことから、都市計画法第２９条の開発許可の申請について事前協議中

となっており、開発行為の許可と同時の許可となります。 

 

番号３、地区 久居、受人      株式会社 代表取締役     、

渡人     、申請地 戸木町池尻    、台帳地目・現況地目とも田、

面積 １，６０３㎡ 外３筆、合計面積 ４，３１７㎡。 

これにつきましては、受人は、渡人から申請地を譲り受け、申請地を物流施

設用地とするものです。 

農地区分は第 1 種農地と判断されますが、農地法施行令第４条第１項第２号

に規定される特別な立地基準を必要とし、農地法施行規則第３５条第 4 項に規

定する流通業務施設であることから、第１種農地の不許可の例外に該当するも

のです。 

また、当該申請については土地造成を伴いますが、都市計画法第２９条ただ

し書きに掲げる開発行為に該当（第３号）することから開発許可は不要となり

ます。 

 

番号４、地区 久居、受人 株式会社      代表取締役     、

渡人     、申請地 新家町落合    、台帳地目・現況地目とも畑、

面積 ５６８㎡。 

これにつきましては、受人は、渡人から申請地を譲り受け、申請地を太陽光

発電施設用地とするものです。パネル設置面積は、４８９㎡、パネルの設置率

は、転用面積の８６％になります。農地区分は、第２種農地と判断されます。 

 

番号５、地区 久居、受人      株式会社 代表取締役     、

渡人     、申請地 新家町落合    、台帳地目・現況地目とも畑、

面積 １，１８０㎡。 

これにつきましては、受人は、渡人から申請地を譲り受け、申請地を太陽光

発電施設用地とするものです。パネル設置面積は、５７６㎡、パネルの設置率

は、転用面積の４８．８％になります。農地区分は、第２種農地と判断されま

す。 

 

番号６、地区 久居、受人     、渡人     、申請地 新家町落

合    、台帳地目・現況地目とも畑、面積 １，３２８㎡。 

これにつきましては、受人は、渡人から申請地を譲り受け、申請地を太陽光

発電施設用地とするものです。パネル設置面積は、５７６㎡、パネルの設置率

は、転用面積の４３．４％になります。農地区分は、第２種農地と判断されま
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す。 

 

番号７、地区 久居、受人 株式会社      代表取締役     、

渡人     、申請地 新家町落合    、台帳地目・現況地目とも畑、

面積 １，３７８㎡。 

これにつきましては、受人は、渡人から申請地を譲り受け、申請地を太陽光

発電施設用地とするものです。パネル設置面積は、５７６㎡、パネルの設置率

は、転用面積の４１．８％になります。農地区分は、第２種農地と判断されま

す。 

 

番号８、地区 久居、受人     、渡人     、申請地 新家町浜

井場    、台帳地目・現況地目とも畑、面積 １，１２７㎡外２筆、合計

面積 １，４５８㎡。 

これにつきましては、受人は、渡人から申請地を譲り受け、申請地を太陽光

発電施設用地とするものです。パネル設置面積は、５７６㎡、パネルの設置率

は、公道法面を除く設置有効面積１，３８０㎡の４１．７％になります。農地

区分は、第２種農地と判断されます。 

 

番号９、地区 久居、受人      株式会社 代表取締役     、

渡人     、申請地 新家町浜井場    、台帳地目・現況地目とも畑、

面積 ５６５㎡ 外１筆、合計面積 １，１３２㎡。これにつきましては、受

人は、渡人から申請地を譲り受け、申請地を太陽光発電施設用地とするもので

す。パネル設置面積は、５７６㎡、パネルの設置率は、転用面積の５０．９％

になります。農地区分は、第２種農地と判断されます。 

 

番号１０、地区 栗葉、受人     、渡人     、申請地 庄田町

上出    、台帳地目・現況地目とも畑、面積 ２９７㎡ 外３筆、合計面

積 １，３１６㎡。 

これにつきましては、受人は、渡人から申請地を譲り受け、申請地を太陽光

発電施設用地とするものです。パネル設置面積は、５９７．８㎡、パネルの設

置率は、転用面積の４５．４％になります。 農地区分は、第２種農地と判断

されます。 

 

番号１１、地区 栗葉、受人     、渡人     、申請地 庄田町

上出    、台帳地目・現況地目とも畑、面積 ３５０㎡ 外１筆、合計面

積 ４４２㎡。 

これにつきましては、受人は、渡人から申請地を譲り受け、申請地を太陽光

発電施設用地とするものです。パネル設置面積は、２６６㎡、パネルの設置率

は、転用面積の６０％になります。農地区分は、第２種農地と判断されます。 

 

番号１２、地区 栗葉、受人     、渡人     、申請地 久居一

色町羽場    、台帳地目・現況地目とも畑、面積 ５７５㎡。 

これにつきましては、受人は、渡人から申請地を譲り受け、申請地を太陽光

発電施設用地とするものです。パネル設置面積は、１９９．２㎡、パネルの設

置率は、不整形地による有効設置面積の減少により、転用面積の３４％になり

ます。農地区分は、第２種農地と判断されます。 
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番号１３、地区 栗葉、受人     、渡人     、申請地 久居一

色町羽場    、台帳地目・現況地目とも畑、面積 ４２３㎡ 外１筆、合

計面積 ７９３㎡。 

これにつきましては、受人は、渡人から申請地を譲り受け、申請地を太陽光

発電施設用地とするものです。パネル設置面積は、３６４㎡、パネルの設置率

は、転用面積の４５．９％になります。農地区分は、第２種農地と判断されま

す。 

 

番号１４、地区 波瀬、受人     、渡人     、申請地 一志町

波瀬大久保    、台帳地目・現況地目とも畑、面積 ３１０㎡ 外１筆、

合計面積 ６２７㎡。 

これにつきましては、受人は、渡人から申請地を譲り受け、申請地を太陽光

発電施設用地とするものです。パネル設置面積は、３７８．１６㎡、パネルの

設置率は、転用面積の６０．３％になります。農地区分は、第２種農地と判断

されます。 

 

番号１５、地区 川口、受人 有限会社      代表取締役     、

渡人     、申請地 白山町川口大角    、台帳地目・現況地目とも

畑、面積 １７４㎡ 外１筆、合計面積 ６１６㎡。 

これにつきましては、受人は、渡人から申請地を譲り受け、申請地を太陽光

発電施設用地とするものです。パネル設置面積は、３３４．６㎡、パネルの設

置率は、転用面積の５４．３％になります。農地区分は、第２種農地と判断さ

れます。 

 

番号１６、地区 川口、受人 株式会社      代表取締役     、

渡人     、申請地 白山町川口白木    、台帳地目・現況地目とも

田、面積 １，０６１㎡。 

これにつきましては、受人は、渡人から申請地を譲り受け、申請地を太陽光

発電施設用地とするものです。パネル設置面積は、５１８㎡、パネルの設置率

は、転用面積の４８．８％になります。農地区分は、第２種農地と判断されま

す。 

 

番号１７、地区 大三、受人     、渡人     、申請地 白山町

二本木徳田    、台帳地目・現況地目とも田、面積 １２２㎡ 外２筆、

合計面積 ８１９㎡。 

これにつきましては、受人は、渡人から申請地を譲り受け、申請地を太陽光

発電施設用地とするものです。パネル設置面積は、５２８．１２㎡、周辺の土

地と一体利用することから、パネルの設置率は、４６．９％になります。農地

区分は、第３種農地と判断されます。 

 

番号１８、地区 倭、受人 株式会社      代表取締役     、

渡人     、申請地 白山町南出西出    、台帳地目・現況地目とも

田、面積 ７０３㎡。 

これにつきましては、受人は、渡人から申請地を譲り受け、申請地を太陽光

発電施設用地とするものです。パネル設置面積は、４０２．５０㎡、パネルの

設置率は、転用面積の５７．３％になります。農地区分は、第２種農地と判断
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されます。 

 

番号１９、地区 八知、受人     、渡人     、申請地 美杉町

八知柳瀬    、台帳地目・現況地目とも田、面積 ７２７㎡。 

これにつきましては、受人は、渡人から申請地を譲り受け、申請地を太陽光

発電施設用地とするものです。パネル設置面積は、２５９㎡、パネルの設置率

は、不整形地による有効設置面積の減少により、転用面積の３５．６％になり

ます。農地区分は、第２種農地と判断されます。 

 

番号２０、地区 川上、受人     、渡人     、申請地 美杉町

川上中切    、台帳地目・現況地目とも畑、面積 ４６㎡ 外３筆、合計

面積 ７５２㎡。 

これにつきましては、受人は、渡人から申請地を譲り受け、申請地を太陽光

発電施設用地とするものです。パネル設置面積は、４８０．９６㎡、周辺の土

地と一体利用することから、パネルの設置率は、５０．１％になります。農地

区分は、第２種農地と判断されます。 

 

番号２１、地区 川上、受人     、渡人     、申請地 美杉町

川上西切    、台帳地目・現況地目とも畑、面積 ２７７㎡ 外２筆、合

計面積 ８１５㎡。 

これにつきましては、受人は、渡人から申請地を譲り受け、申請地を太陽光

発電施設用地とするものです。パネル設置面積は、４８０．９６㎡、パネルの

設置率は、転用面積の５９%になります。農地区分は、第２種農地と判断されま

す。 

 

以上、件数は２１件、合計面積は２３，５９０㎡、このうち田が９，０６４

㎡、畑が１４，５２６㎡でございます。 

 

いずれの案件につきましても農地法第５条第２項各号には該当しないため、

許可要件のすべてを満たしていると考えます。 

 

以上で説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

 

事 務 局   少し補足でということで、説明させていただきます。９ページをご覧くださ

い。９ページの番号３、    株式会社の物流施設用地の関係でございます。

案件は現在、    の意見書の添付が遅れている状況でございます。 

ただ、    に電話で確認させていただいたところ、もう業者さんとの協

議は終えておりまして、決済金も納入済みということで意見書の関係だけ会議

の都合で遅れるということをお聞きしておりますので、一応、意見書と引き換

えで許可書の方を交付させていただく形で対応させていただきますが、以上の

形で買い取り時の調整は終わっておりますので。その点だけご了承いただきた

いことをお願いしたいと思います。以上です。 

 

議  長   事務局より説明がありましたが、立ち会っていただきました地元委員のご意

見をお伺いしたいと思います。１番から９番までお願いします。 

 

田口委員   ６番 田口です。１番、これは午前中でした。諸戸さんと森さん、地元推進
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委員で現地確認をしてまいりました。場所は    東約１００ｍぐらいのと

ころです。２番が、これは午後でした。事務局はじめ守山会長、諸戸部会長、

私と地元推進委員とで見てまいりました。場所は    の北へ約５０ｍぐら

いのところです。 

       ３番 これも１０日の午後、事務局はじめ守山会長、諸戸部会長、地元推進

委員で見てまいりました。場所は    の北側１００ｍぐらいのところです。 

       ４番から９番まで、場所は一緒のところですので一括して説明させていただ

きます。これも１０日の午後、事務局はじめ守山会長、諸戸部会長、地元推進

委員で見てまいりました。場所は    の西北約１００ｍぐらいのところで

す。４番だけ午前中の案件でしたけど、午後の案件が多かったもので、ここへ

一括して説明させてもらいました。４番から９番まで、以上です。事務局の説

明どおりでございますので、よろしくお願いします。 

 

議  長   １０番から１３番までお願いします。 

 

森 委 員   ７番 森です。５月１０日の日に現地調査を行いました。 

近いところでございますので、一緒にさせていただきます。地元推進委員と

久居事務局、１０番、１１番に関しては本庁とです。別に何も不備もなく現地

調査を終えました。あと事務局の説明のとおりでございます。 

１２番ですね。同じ日に    から南へ５００ｍ、１３番も    のバ

ス停から西へ１００ｍの地点でございます。当日、現地推進委員の方と現地調

査をいたしました。現地調査をした結果、不備もなく無事に調査を終えました。

あと細かいことは事務局の説明のとおりでございます。審議の方よろしくお願

いします。 

 

議  長   １４番 お願いします。 

 

宮本委員   １４番 宮本です。１０日の日に守山会長と前田委員、事務局と地元推進委

員も立ち会いの下、見てまいりました。場所は波瀬の集落、太陽光で何度か出

てくる地区で、別に問題はないかと思いますので、事務局の説明のとおりです。

よろしくお願いします。 

 

議  長   １５、１６とお願いします。 

 

中谷委員   １６番 中谷です。１５番ですけれども１０日の日に西森・中谷両委員と地

元推進委員、行政書士、白山総合支所の担当で確認しました。場所は    の

西およそ１００ｍぐらいのところです。畑となっておりますけれども、荒れ放

題で、太陽光にしてもらったらきれいになっていいかな、というようなところ

でした。 

１６番ですけども    から県道の    に向いて５００ｍぐらい下っ

たところです。以前、    が鉄塔を立てたすぐ近くで、この土地は休耕地

ということで長く耕作はされてはおりませんでしたけれども、草刈り等をして

管理はされておりました。守山会長、諸戸部会長、事務局、地元推進委員、西

森・中谷両委員と白山総合支所の担当で見てまいりました。 

       続きまして、１７番、１８番といきます。１７番ですけれども、西森・中谷

両委員と白山総合支所の担当で見てまいりました。場所は    の前、  

  から西へ１００ｍぐらいのところです。家に囲まれたところでして、こん
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なところに大丈夫かな、というような感じはありましたけれども、周りが家ば

かりで耕作できる場所ではないようです。 

１８番ですけれども、西森・中谷両委員と地元推進委員、白山総合支所の担

当で見てまいりました。場所は    の北５００ｍぐらいのところです。北

側の川に面した土地はすでに太陽光発電のパネルが設置されておりまして、も

うはた周りもじきに太陽光パネルがつくのだなあ、という話をしていたような

ところですので、何ら問題はないかと思います。以上です。 

 

議  長   １９、２０、２１とお願いします。 

 

結城委員   １８番 結城です。１９番について説明をします。１０日の日に地元推進委

員と事務局で現地を確認してまいりました。周辺にはあまり障害物がないので

太陽光をやりたいと。申請地を譲り受け、ソーラーパネルを設置したいという

ことですので、よろしくお願いします。 

       ２０と２１は全く同じところで上下した土地ですので、説明を一括でします。

地元推進委員と事務局で現地を確認いたしました。申請地を取得して太陽光発

電施設として使用したいと。隣接地の地権者、地元の関係者による、事業計画

についてはすでに説明済みであるということを聞いております。被害がでた時

には受人の方で、全面的に責任をもって解決をするということですので、よろ

しくお願いします。 

 

議  長   地元委員より説明がございましたが、皆さんのご意見もお伺いしたいと思い

ます。いかがでしょうか。 

 

部会委員   ＜一同 意見なし＞  

 

議  長   よろしいですか。それではお諮かりします。ただいま審議をいただきました

議案第２号について、これにご異議ございませんか。 

 

部会委員   ＜一同 異議なし＞  

 

議  長   異議なしと認めます。よって、議案第２号については許可することに決定し

たいと思います。 

 

続きまして、議案第３号、農地法第５条第１項の規定による許可申請につい

て（賃貸借権）を議題といたします。事務局の説明をお願いします。 

 

事 務 局   １３ページをお願いいたします。 

議案第３号 農地法第５条第１項の規定による許可申請について（賃貸借権）

でございます。 

 

番号１、地区 久居、受人 有限会社      代表取締役     、

渡人     、申請地 戸木町南川原    、台帳地目・現況地目とも畑、

面積 ４１６㎡ 外５筆、合計面積 ２，８０２㎡。 

これにつきましては、借人は、貸人との間に１年間の賃貸借権を設定し、申

請地を砂利採取用地（一時転用）とするものです。 

        当該農地は農業振興地域内の農用地区域内農地に該当しますが、農地を砂利
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の採取を目的に一時的な利用に供するものであることから、不許可の例外に該

当するものです。 

  

番号２、地区 栗葉、受人     、渡人     、申請地 稲葉町野

田    、台帳地目・現況地目とも田、面積 ２１０㎡ 外１筆、合計面積

 ４１８㎡。 

これにつきましては、借人は、貸人との間に２０年間の賃貸借権を設定し、

申請地を太陽光発電施設用地とするものです。パネル設置面積は、２３６．１

２㎡、パネルの設置率は、転用面積の５６．５％になります。農地区分は、第

２種農地と判断されます。 

 

番号３、地区 栗葉、受人     、渡人     、申請地 庄田町前

川原    、台帳地目・現況地目とも畑、面積 ８４６㎡。 

これにつきましては、借人は、貸人との間に２０年間の賃貸借権を設定し、

申請地を太陽光発電施設用地とするものです。パネル設置面積は、２７８．２

０㎡、パネルの設置率は、パネル相互の影を避け、メンテナンススペース確保

することから、転用面積の３２．９％になります。農地区分は、第２種農地と

判断されます。 

 

番号４、地区 大三、受人 株式会社      代表取締役     、

渡人     、申請地 白山町三ヶ野里川    、台帳地目・現況地目と

も田、面積 １０３㎡。 

これにつきましては、借人は、貸人との間に２０年間の賃貸借権を設定し、

申請地を太陽光発電施設用地とするものです。パネル設置面積は、２４０．４

８㎡、パネルの設置率は、隣接宅地と一体利用するため、転用面積の４７．４%

になります。農地区分は、第２種農地と判断されます。 

 

番号５、地区 大三、受人 株式会社      代表取締役     、

渡人     、申請地 白山町三ヶ野古垣内    、台帳地目・現況地目

とも畑、面積 ９０２㎡。 

これにつきましては、借人は、貸人との間に２０年間の賃貸借権を設定し、

申請地を太陽光発電施設用地とするものです。パネル設置面積は、４２０．８

４㎡、パネルの設置率は、転用面積の４６．７％になります。農地区分は、第

２種農地と判断されます。 

 

以上、件数は５件、合計面積は５，０７１㎡、このうち田が５２１㎡、畑が

４，５５０㎡でございます。 

 

いずれの案件につきましても農地法第５条第２項各号には該当しないため、

許可要件のすべてを満たしていると考えます。 

 

以上で説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

 

議  長   事務局より説明がありましたが、立ち会っていただきました地元委員のご意

見をお伺いします。１番 お願いします。 

 

田口委員   ６番 田口です。１０日の午後、現地確認をしていただきました。事務局は
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じめ、守山会長、諸戸部会長、地元推進委員と私とで見てまいりました。  

  南東約５００ｍぐらいのところで、    のすぐ東です。地元の推進委

員さんにも大分説明していましたけど、入口のところはただの通路ということ

でしたので、何ら問題ないと思いますので、よろしくお願いします。 

 

議  長   ２番、３番 お願いします。 

 

森 委 員   ７番 森です。５月１０日の日午前中に現地調査を行いました。 

諸戸部会長、田口さん、私、地元推進委員とでした。現地は、左右の土地が

もうソーラー化しておりまして、その真中になっています。現地調査の結果は

別に不備もなく、現地調査を終えました。これが２番です。 

３番の方は、周りがみなソーラー化しているような場所であります。これも

５月１０日午前中、本部役員と地元推進委員と現地調査を行いました。現地調

査は不備もなく、調査を終えました。以上、２番と３番とよろしくお願いしま

す。 

 

議  長   ４番、５番 お願いします。 

 

中谷委員   １６番 中谷です。１０日の日に西森・中谷両委員と地元推進委員、白山総

合支所の担当で見てまいりました。４番、５番とも１６５号線久居方面から行

きますと    へ上がる手前を右へ入った在所になります。４番につきまし

てはほぼ在所の真中、お寺の西約５０ｍのところです。ほとんどが宅地で一部

家庭菜園に使っていたと思われる畑が、今回の対象になりました。 

５番につきましてはこの在所に入ってすぐのところでして、太陽光が横側に

設置されています。東側の方は現在建設中という状況でした。間に挟まれた土

地でして柿園になっておりまして、そこそこ手入れはされておりましたので、

「もったいないな」という感じはありましたけれども、いたしかたないという

ような状況でした。以上です。 

             

議  長   地元委員より説明がございましたが、皆さんのご意見もお伺いします。いか

がでしょうか。 

 

部会委員   ＜一同 意見なし＞  

 

議  長   それでは、意見もないようですのでお諮かりします。ただいま審議をいただ

きました議案第３号について、これにご異議ございませんか。 

 

部会委員   ＜一同 異議なし＞  

 

議  長   異議なしと認めます。よって、議案第３号については許可することに決定 

したいと思います。 

 

続きまして、議案第４号、農地法第５条第１項の規定による許可申請につい

て（地役権）を議題といたします。事務局の説明をお願いします。 

 

事 務 局   １４ページをお願いいたします。 

議案第４号 農地法第５条第１項の規定による許可申請について（地役権）
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でございます。 

 

番号１、地区 久居、受人 株式会社      代表取締役     、

渡人     、申請地 中村町国主谷    、台帳地目 田、現況地目 

田・道路、面積 ９１９㎡。地役権の設定面積は、６２㎡です。 

これにつきましては、借人は、２１年間の地役権を設定し、申請地を進入用

道路用地とするものですが、昭和４７年頃から同じ目的で使用されており、始

末書の提出がありますことから、これを追認しようとするものです。 

農地区分は、第２種農地と判断されます。 

 

以上、件数は１件、合計面積は田で９１９㎡の内６２㎡でございます。 

 

いずれの案件につきましても農地法第５条第２項各号には該当しないため、

許可要件のすべてを満たしていると考えます。 

 

以上で説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

 

議  長   事務局より説明がありましたが、地元委員のご意見をお伺いします。１番 お

願いします。 

 

田口委員   １０日の午前中に見てまいりました。場所は１６５号線の    の北約１

００ｍぐらいのところです。ほとんど何も無いような山の中のようなところで

す。これも何ら問題ないと思います。森さんと諸戸さんと私と地元推進委員と

見てまいりました。これも何ら問題ないと思います。よろしくお願いします。 

 

議  長   地元委員より説明がございましたが、皆さんのご意見もお伺いしたいと思い

ます。いかがでしょうか。 

 

部会委員   ＜一同 意見なし＞  

 

議  長   よろしいですか。それではお諮かりします。ただいま審議をいただきました

議案第４号について、これにご異議ございませんか。 

 

部会委員   ＜一同 異議なし＞  

 

議  長   異議なしと認めます。よって、議案第４号については許可することに決定し

たいと思います。 

 

       続きまして、議案第５号、農地法第５条第１項の規定による許可申請につい

て（使用貸借）を議題といたします。事務局の説明をお願いします。 

 

事 務 局   １５ページをお願いいたします。 

議案第５号 農地法第５条第１項の規定による許可申請について（使用貸借）

でございます。 

 

番号１、地区 久居、受人     、渡人     、申請地 新家町己

改    、台帳地目 畑、現況地目 宅地、面積 １１５㎡。 

これにつきましては、借人は、貸人との間に２０年間の使用貸借を設定し、申



 14 

請地を一般個人住宅用地とするものです。農地区分は、第２種農地と判断され

ます。 

 

以上、件数は１件、合計面積は畑で１１５㎡でございます。 

 

いずれの案件につきましても農地法第５条第２項各号には該当しないため、

許可要件のすべてを満たしていると考えます。 

 

以上で説明を終わります。ご審議の程よろしくお願いいたします。 

 

議  長   事務局より説明がありましたが、地元委員のご意見をお伺いします。 

 

田口委員   ６番 田口です。１０日の日に見てまいりました。藤巻さんと諸戸さん、地

元推進委員で見てまいりました。場所は    南約２００ｍで新家町の在所

の中です。真中ぐらいでございます。親子３代の家ということですので、よろ

しくお願いします。 

 

議  長   皆さんのご意見もお伺いしたいと思います。いかがでしょうか。 

 

部会委員   ＜一同 意見なし＞  

 

議  長   この件についてよろしいですか。それではお諮かりします。ただいま審議を

いただきました議案第５号について、これにご異議ございませんか。 

 

部会委員   ＜一同 異議なし＞  

 

議  長   異議なしと認めます。よって、議案第５号については許可することに決定し

たいと思います。 

 

議  長   続きまして、議案第６号 非農地証明願についてを議題とします。事務局説

明をお願いします。 

 

事 務 局   １６ページをお願いします。 

議案第６号 非農地証明願について、でございます。    

 

番号１、地区 栗葉、願出者     、申請地 稲葉町稲里    、台

帳地目 畑、現況地目 宅地、面積 １７１㎡。 

これにつきましては、課税証明書により、申請地に大正１５年頃に居宅を建

築し、現在に至ることが確認できることから、申請地は農地以外の用に供され

２０年以上が経過している土地であり、非農地証明事務取扱要領第３条第１項

第２号の規定に該当することから、農地ではない旨の証明をしても差し支えな

いものと考えます。 

 

以上、件数は１件、合計面積は畑で１７１㎡でございます。 

 

以上で説明を終わります。ご審議の程よろしくお願いいたします。 

 

議  長   事務局より説明がありましたが、地元委員のご意見をお伺いします。 
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森 委 員   ７番 森です。５月１０日の日に現地調査を行いました。 

事務局と本部役員と地元推進委員と現地調査を行いました。大正１５年ぐら

いから住宅にかわっていたということで、願出者の父親の方が祖父から相続し

た時に、土地の書き換えをするのに司法書士さんに頼んだらしいですけど、書

き換えしただけで地目変更までされていなかったと。そこまで確認をされてな

かったらしいです。そういうことでできてなかった状態ということです。現地

調査の時は不備の無く調査を終えることができました。細かいことは本部の説

明のとおりでございます。何も不備は無いということですので、審議の方よろ

しくお願いします。 

 

議  長   地元委員より説明がございましたが、皆さんのご意見もお伺いします。いか

がでしょうか。 

 

部会委員   ＜一同 意見なし＞  

 

議  長   よろしいですか。それではお諮かりします。ただいま審議をいただきました

議案第６号について、これにご異議ございませんか。 

 

部会委員   ＜一同 異議なし＞  

 

議  長   異議なしと認めます。よって、議案第６号については証明することに決定し

たいと思います。 

 

次に別冊でお配りしました議案第７号、農業経営基盤強化促進法第１８条の

規定による農用地利用集積計画の決定についてを議題といたします。事務局の

説明をお願いします。 

 

事 務 局   次に別冊でお配りしました議案第７号、農業経営基盤強化促進法第１８条の

規定による農用地利用集積計画の決定についてを議題といたします。事務局の

説明をお願いします。 

 

議案第７号 農業経営基盤強化促進法第１８条の規定による農用地利用集積

計画の決定について、でございます。 

 

資料の２枚目、農用地利用集積計画地区別集計表をご覧ください。 

各地区別に、下の合計欄で説明をさせていただきます。 

 

まず、久居地区をご覧ください。田の賃貸借、使用貸借で２４，２３８㎡、

畑の賃貸借、使用貸借で９，６３６㎡、契約件数は１４件でございます。 

一志地区につきましては、田の賃貸借、使用貸借、所有権移転で２５，８０

０㎡、畑の使用貸借で１，６７２㎡、契約件数は３０件でございます。 

白山地区につきましては、田の賃貸借、使用貸借で１６，６５５㎡、契約件

数は７件でございます。 

美杉地区につきましては、田の賃貸借、使用貸借で１，９５９㎡、畑の使用

貸借で３，１２０㎡、契約件数は３件でございます。 
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以上、合計で田の集積が、賃貸借、使用貸借、所有権移転を合わせて６８，

６５２㎡、畑の集積が、賃貸借、使用貸借を合わせて１４，４２８㎡、合計契

約件数は５４件、合計面積は８３，０８０㎡となっております。 

  

次に認定農業者への集積状況でございます。 

 

地区別の認定農業者への集積は久居地区３件、一志地区で１０件、白山地区

６件で合計１９件、合計面積は４１，５３６㎡でございます。なお、認定農業

者への集積率は、件数で３５．２％、面積で５０％となっております。 

 

今回提出させていただきました利用集積計画につきましては、農業経営基盤

強化促進法第１８条第３項の各要件を満たしていると考えます。 

 

次に、３枚目からの「農用地利用集積計画の概要」ですので、よろしくお願

いします。 

以上で２枚目の集計表については説明を終わらせていただきます。ご審議の

ほど、よろしくお願いいたします。 

 

議  長   事務局の説明がありましたが、皆さんのご意見がありましたら。 

 

部会委員   ＜一同 意見なし＞  

 

議  長   よろしいですか。それではお諮かりします。ただいま、審議をいただきまし

た案件について、ご異議ございませんか。 

 

部会委員   ＜一同 異議なし＞  

 

議  長   異議なしと認めます。これらの案件につきましても適正であると認め、市長

に進達することにいたします。 

以上で、本部会に付議されました議案の審議はすべて終了いたしました。こ

れをもちまして、第５回第２農地部会を閉会します。 

 

                                 午後３時０５分 

 

上記は、第５回第２農地部会の議事を録したものである。 

 

  令和元年５月１６日 

 

                     議事録署名者              

 

 

                     議事録署名者              


